
第２ 各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容

１．障害福祉サービス等における横断的な改定事項

（１）経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し

（２）福祉・介護職員等の処遇改善

（３）地域生活支援拠点等の機能の充実

（４）強度行動障害を有する障害者への支援体制の充実

① 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化

② 状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援

【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発

達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】

・ 状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性によ

り 地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等（情

報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む）し、適切なアセスメ

ントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを

評価する加算を創設する。

≪集中的支援加算【新設】≫

イ 集中的支援加算（Ⅰ） 1000 単位／回

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援

人材が 指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中

的な支援を行った場合、３月以内の期間に限り１月に４回を限度と

して所定単位数を加算する。

ロ 集中的支援加算（Ⅱ） 500 単位／日

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業

所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の

指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入

れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、３月以内の期間

について、１日につき所定単位数を加算する。

※ ロの集中的支援加算（Ⅱ）を算定する場合は、イの集中的支援加算

（Ⅰ）も算定可能。
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